
<各省各庁の長の責務>
公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤
務条件の確保に努めなければならない。
（勤務時間法第４条第１項）

勤務間インターバルの確保に係る努力義務規定の導入
勤務（※）の終了から次の勤務の開始までの間に一定の時間を確保するよう努めなければならない。
※ 超過勤務を含む。

各省各庁の長の責務（勤務間のインターバル確保）

【やむを得ず日々確保することが困難な場合における当面の目標】

大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉をはじめとした、
特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員においては、勤務間のインターバルを確保できない状況を
最小化するため、
①目安となる勤務間のインターバルを確保できない日が連続することは避け、
②確保できない日数については週１日程度（月４～５回を超えない）とする



インターバル確保に向けた取組の例

各職場における職務内容や執務体制の実情に応じた取組を検討する必要。

取組の例は以下のとおり。

➢ 超過勤務時間の適切な管理等を行うとともに、深夜における超過勤務の抑制や、業務の精査や

削減といった業務の効率化を推進すること等により超過勤務縮減に向けた対策を行うこと

➢ 早出遅出勤務の活用やシフトによる当番制とするなどして、職員間での負担分散・軽減を図ること

➢ 積極的にフレックスタイム制を活用することが出来る環境を整備すること

➢ 幹部や管理職が率先して業務効率化や部下職員の業務に係る負担軽減を図ること、フレックスタ

イム制の活用など柔軟な働き方を実践すること

➢ 適切な睡眠時間を確保する意識の向上を図ること、イントラネット等の媒体を活用するとともに、

幹部や管理職が率先してインターバル確保が重要であることを訴求し、職員の理解を深めること

インターバルを日々確保することが困難な場合の取組の例

上記に示すような取組を行い、インターバルを少しでも長く確保できるよう努めるとともに、職員の深刻な

健康リスクを防ぐための取組も検討する必要。取組の例は以下のとおり。

➢ インターバルを確保できない日が一定期間続いた職員については、当該期間の終了後、心身の疲

労回復を支援する努力をできる限り講じること

➢ インターバル確保状況の見える化を図り、意識付けを行い、確保が困難な要因等を分析し、業務

や職員配置の見直しなどを検討すること
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